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タイトル 

三木市住宅耐震化促進事業の制度を拡充 

～補助額の引上げ等を行います～ 

本件のポイント 

・各種工事費補助事業の補助限度額を引上げる。 

・これまで補助の条件としていた「兵庫県住宅再建共済制度」への加入要件を廃

止する。 

説明文 

昭和 56 年 5 月以前に着工され、耐震診断の結果、安全性が低いと診断された

住宅の所有者が行う耐震改修工事等に対して、市が補助金を交付する「三木市住

宅耐震化促進事業」の制度を一部変更します。 

 

1 受付開始日   令和 8年 4月 1日受付分より 

2 主な変更内容 

(1) 耐震改修工事費補助事業などの補助限度額を引上げる。 

ア 耐震改修工事費補助：100万円→115 万円 

※共同住宅：40万円／戸→45万円／戸 

イ 簡易耐震改修工事費補助：50万円→60万円 

ウ 屋根軽量化型工事費補助：50万円→60万円 

エ シェルター型工事費補助：50万円→60万円 

※高齢者のみが居住する世帯：100万円→115 万円 

オ 建替工事費補助：100万円→115 万円 

(2)  これまで補助の条件として「兵庫県住宅再建共済制度」への加入を義務

付けていたが、近年は類似する地震保険の加入者が増加していることな

どを踏まえ、加入要件を廃止する。 

3 ホームページ  https://www.city.miki.lg.jp/soshiki/40/3284.html  

 

  

 

本案件は次の SDGs 目標に関連します。 

    

 


